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1.　働き方改革関連に関して 

　われわれは，医師の働き方に関する法令を遵守して最善の医療を提供します

2.　意識改革に関して　

　われわれは，“自身の働き方”と向き合います

3.　組織構築に関して

　われわれは，施設集約や地域医療計画などに積極的に関与していきます

4.　地域医療に関して 

　われわれは，地域に即した対応を考えて地域医療を守ります

5.　準備に関して 

　われわれは，2024年4月に向けて住民，行政とともに準備を進めます

新潟宣言

第73回日本産科婦人科学会学術講演会
サステイナブル産婦人科医療体制確立委員会企画（指導医講習会）

２０２１年４月２５日
新潟市朱鷺メッセ
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サステイナブル産婦人科医療体制確立委員会
新潟宣言に寄せて

日本産科婦人科学会理事長

木村　正

　改正労働基準法が施行されて早２年が経ちました。奉仕的姿勢が美徳とされ
続けてきたがゆえに、あまりに労働基準法からその実態がかけ離れてしまって
いる医師に対しては5年の施行猶予期間がおかれましたがそれも2024年3月いっ
ぱいで終了します。産婦人科はその特性である24時間365日均一な安全を提供
する集中治療室（ICU）としての分娩室を運用しながら、医師個人の名前がつ
いた外来を担当し、予定手術を行う、という医療を展開してまいりました。昼
間には適切な医療を提供し、助けることができた母児を、「夜中だから」「人手
がいなかったから」助けることはできない、とはとても言えない状況に置かれ
た中で我々が今後どのように働き方改革と医療安全を両立するかの知恵が試さ
れています。さらに、残業時間の多さはその施設の婦人科手術数とも関連する
ことが分かってきております。1年を超えての新型コロナウイルス（SARS-CoV2）
感染症流行の中で診療報酬が伸び悩み、医療機関としてはその採算のなかで人
件費増をしのぐことができるかどうかの不安も広がっています。これらの大き
な矛盾の中で2024年4月が、もうすぐやってきます。日本産科婦人科学会では
これまで10年余にわたり医療改革委員会が様々な医療体制への評価と提言を
行ってまいりましたが、2019年6月よりこの委員会をさらに発展させ、榎本隆
之委員長、海野信也副委員長の下で、サステイナブル産婦人科医療体制確立委
員会として活動をしていただきました。この中で、総労働時間・連続勤務時間
の制約のもと24時間体制で医療を行うための必要人数や、現在の医師数から見
た、適正な分娩室の在り方、地域の分娩をどのように守ってゆくかなど具体的
な対策が議論され、各地に提案いたしました。行政にも、外来と予定手術のあ
る集中治療室、という他のどの診療科にもない産婦人科の特殊性を理解してい
ただくよう努めてまいりました。
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　2年間のまとめとして第73回日本産科婦人科学会での委員会企画で発表され
た講演内容やこれまでの活動をまとめた「新潟宣言」にまつわる冊子を上程い
たします。働き方改革はあくまで医療を受ける皆さんの安全の向上のためにあ
り、安全性を下げるような体制の変更はその趣旨に反します。様々な問題点を
解決しながら私たちは安定した形で2024年4月を迎えなければなりません。こ
の委員会は増山寿委員長に引き継がれ、さらに活発な活動が継続されることを
期待してご挨拶とさせていただきます。
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サステイナブル産婦人科医療体制確立委員会
2019-2020 の活動報告

日本産科婦人科学会

2019-2020サステイナブル産婦人科医療体制確立委員会委員長

新潟大学大学院医歯学総合研究科　産科婦人科学教授

榎本　隆之

　産婦人科の特徴は昼夜を問わず発生する分娩の対応にある。これまで、夜間や休日の分
娩は宿日直対応で行ってきた。2024年4月から始まる「医師の働き方改革」が実行されると、
夜間・休日の分娩対応はほとんどが時間外労働となる。医師の働き方改革の実現は、医師
のQOLの改善につながり、産婦人科勤務医にとって待ち望んでいた改革である。これまで、
特に地方の周産期医療は、限られた医師数の下で、個々の産婦人科医の「私が地域の周産
期医療を守るのだ」という崇高な思いから、過労死レベルを超えるほどの日当直・オンコー
ルを甘んじて引き受けてきたことで維持されてきた。「医師の働き方改革」が実行されると、
分娩を取り扱う施設はこれまでより多くの医師数を必要とし、分娩取り扱い施設の集約化
が求められるのは必然である。しかしながら、多くの地方ではこのような施設の集約化は
一通り終わっているのが現状で、現在も分娩を取り扱っているのは様々な事情から集約化
が困難であると判断されてきた病院である。「医師の働き方改革」の実施に伴い、さらな
る集約化を強行すると、間違いなく地方の周産期医療は多大な影響を被る。
　2019年6月に木村正先生が日本産科婦人科学会の理事長に就任された。それまであった
「医療改革委員会」と「男女共同参画・ワークライフバランス委員会」を統合し「サステ
イナブル産婦人科医療体制確立委員会」という新しい委員会を立ち上げられ、私が初代委
員長に任命された。「サステイナブル」には「持続可能な」という意味があるが、この委
員会の名前には、国が押し進める「医師の働き方改革」に対して持続可能な産婦人科医療
体制、特に周産期医療体制を確立するためにはどのようにすればいいかを考え提言しなさ
いという木村理事長の思いが込められている。
　2019年7月19日に第1回委員会を東京コンベンションホールにて開催し、理事長にこの
委員会新設の趣旨について説明いただき、厚生労働省の「医師の働き方改革の推進に関す
る検討会」の委員でもある鈴木幸雄委員に厚生労働省内での議論を紹介していただくとと
もに今後の活動方針について協議した。同年9月15日には新潟大学医学部有壬会館にて
「第2回委員会」を開催後、「拡大サステイナブル産婦人科医療体制確立委員会」を開催し、
各県を代表する委員を交えて、当時は全国の教授の間でも詳細を知る者が少なかった医師
の働き方改革の概要を紹介し、それぞれの地方の周産期医療の現状と医師の働き方改革が
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実施された時の課題について議論した。拡大委員会で議論された内容については、「令和
元年度拡大サステイナブル産婦人科医療体制確立委員会報告書」として冊子にまとめ、各
大学の産婦人科教授、病院長、都道府県庁の健康福祉対策部長宛に発送した。最終的に
2019年度は4回の通常委員会と1回の拡大委員会を開催した。
　2020年度は5回の委員会を開催したが、新型コロナ感染症の蔓延のために委員会はすべ
てWEB開催となり、拡大委員会の開催も断念した。また、もともとこの委員会は厚生労
働省の「医師の働き方改革の推進に関する検討会」で議論されている内容を下に我々の対
応を練ることを想定していたが、「医師の働き方改革の推進に関する検討会」自体が、半
年以上も開催が延期される事態に陥った。ちょうどこのような時期（2020年7月）に厚
生労働省が2019年9月に実施した「医師14万人調査」の結果が公表された。本調査によ
ると大学所属産婦人科医で時間外労働が年1860時間換算以上の割合は11.8％という結果
であったが、「実際にはもっと多くの大学所属産婦人科医が1860時間以上の時間外労働を
行っているのではないか」という実感を委員の多くが持った。そこで、厚生労働省の調査
と同様の方法で、主にサステイナブル産婦人科医療体制確立委員会のメンバーが所属する
10大学を対象としたタイムスタディを行った。さらに、新潟県をフィールドとして、新
潟大学および県下の分娩取り扱い病院に勤務する産婦人科医を対象にタイムスタディを
行った。
　これらのタイムスタディを含めてサステイナブル産婦人科医療体制確立委員会の2年間
の活動の中で得られた成果をまとめ、2021年4月22日から25日まで新潟市朱鷺メッセで
hybrid開催した第73回日本産科婦人科学会総会・学術講演会の指導医講習会で発表し、こ
の度報告書としてまとめることとなった。「新潟宣言」には、産婦人科医のQOLを担保し、
かつ持続可能な周産期医療体制を確立するためにどうすればいいのか、委員会が2年間議
論してきた内容が込められている。待ったなしで訪れる2024年問題をどう乗り越えるか、
その施策は地域の事情によって異なる。それぞれの地方で関係各所が議論を尽くして、そ
の地域にあった解決法を考えていただきたい。

2021年8月吉日
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第73回日本産科婦人科学会学術講演会
サステイナブル産婦人科医療体制確立委員会企画（指導医講習会）

産婦人科における働き方改革

座長前文

村上　節
滋賀医科大学産科学婦人科学講座

　2019年末に端を発した新型コロナウィルスの襲来により、われわれの生活は否応なく
大きく様変わりしました。中身は全く異なりますが、2024年に迫った医師の働き方改革
も同様に、われわれの日常に大きな変革を要求する超弩級の事件です。
　今回の鈴木幸雄先生、中川慧先生、松本晴樹先生のご講演内容を吟味していただければ
お分かりいただけると思いますが、この時間外労働の上限規制は国が定めた法律です。で
きない理由を並べ立てても覆ることはなく、どのように対応するかという議論を急ぎ、実
現するための行動を開始する時期に、もはや突入しています。
　後段には加藤育民先生に、この指導医講習会を総括していただいております。ぜひ全て
にお目通しいただき、各々の地域で取り組む参考にしていただきたいと強く願います。働
き方改革とは謂わば「誰一人取り残さず、世界をもっとよくするために皆で取り組むべき
目標；Sustainable Development Goals（SDGｓ）」のひとつなのです。
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第73回日本産科婦人科学会学術講演会
サステイナブル産婦人科医療体制確立委員会企画（指導医講習会）

産婦人科における働き方改革

働き方改革や新型コロナ流行を踏まえた
周産期医療体制改革・医療再編の今後の方向性

松本　晴樹
新潟県福祉保健部長

　福祉保健部長の松本と申します。現在、榎本先生のご指導の下、新潟県全体で医療の再
編時代を乗り切るために地域医療構想推進というものを行っております。今日は先生方と、
医療再編時代にどのような政策の動きになっていくのか、働き方改革を踏まえて医療構想
という大きな医療再編の動きが起こっていますので、それについてお話ししたいと思います。

＜スライド①＞

　私の自己紹介をさせていただきます。医系技官という職になっておりまして、初期研修
と後期研修を1年行った後、厚生労働省に入省して10年ほどのキャリアとなります。間に
ハーバード公衆衛生大学院に留学して医療政策についても学んでおります。その間、留学
を挟んで5年程度、医療政策ということで地域医療構想、医療再編などに関わってきまし
た。2020年4月から新潟県の福祉保健部長として新潟に着任し、医療全般を所管している
状況であります。
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　今日のお話は、①地域医療の政策動向、②何がボトルネックなのか、③医療再編を意識
した時にどのようなアクションが必要か、の3点あります。まず、地域医療の政策動向に
ついておさらいしたいと思います。

<スライド②>

　まず、医療を取り巻く状況の変化として二つ大きく意識していただきたいと思います。
まず1点目は人口構造の変化。2点目は、まさに先生方に今日ご議論いただいている働き
方改革への対応です。これらを踏まえると、後期高齢者以外の医療ニーズはこれから全国
的に大幅に減少していきます。少しくだけた言い方をすると高度な医療が必要な患者さん
がどんどん減っていって、治療だけではなくケアも必要な患者さんがどんどん増加してい
きます。そうなりますとこれから医療技術の高度化と相まって集約化が非常に進む可能性
があるのです。
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＜スライド③＞

　このグラフはこれからの日本の人口の動向ですが、この薄いオレンジの線が後期高齢者
の割合です。2016年を境にさらに団塊の世代が後期高齢者になっていきますので、激増
していきます。前期高齢者については、これまで一緒に増加してきましたが、2016年でいっ
たん頭打ちとなります。2025年にはいったん減少傾向になるということで、婦人科腫瘍
の患者さんもいったんは減少の傾向というか、少なくともプラトーということになるとは
思いますが、今までとは違う動向になってくるということです。

＜スライド④＞
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　これは新潟の状況になりますが、少しデフォルメしますと、75歳人口が増えていく一方、
65歳人口は横ばいまたは減少ということになります。

＜スライド⑤＞

　したがって2025年以降の入院者は6割が後期高齢者となります。これは全科の状況で
すが、今後は後期高齢者が入院患者のメインになるということになります。それでは臓器
別で見てみるとどうなるかを考えてみたいと思います。
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＜スライド⑥＞

　今後増加していく疾患はあるかということですが、左のグラフをご覧ください。これは
新潟県の状況ですが、2013年を100としますと、この青い線は高度急性期医療、即ちICU
や術前術後の高度な管理が必要な方、救急で搬送されてきた方の最初の数日間などの医療
のニーズは今後激減していくと考えられます。一方今後増加するのは、マイルドな急性期
の需要です。こちらは後期高齢者の入院が増加してくることに伴い、回復期も増加する傾
向になります。
　右のグラフをご覧ください。疾患別にみると、今後肺炎や心不全、大腿骨折などが大き
く増えていく。脳血管疾患や虚血性心疾患、こちらは回復期も含めた需要になりますが、
特に脳が多いのですが、やはりそちらもマイルドに増える。実はがんの需要は最初少し増
えますが、大きなトレンドでは大きく減少していくということになります。

　言うまでもないのですけれども、高度な医療が増えてきていまして、恐らく婦人科領域
でも塞栓術などの症例は、デバイスなども進化してきて、どんどん治療の技術が上がって
くると、より集約という方向に向いてくる。それで、循環器、脳神経、脳外科の領域もよ
り集約という方向に向いてくる。それで、循環器や脳神経、脳外科の領域も非常に高度化
し集約化という方向に数が増えているという方向になっています。
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＜スライド⑦＞

　もう少しデフォルメすると、後期高齢者に多く見られる肺炎等の入院ニーズは今後激増
するけれども、専門的な手術を要する「がん」などの入院ニーズは増えずに減少していく
というトレンドになります。
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＜スライド⑧＞

　それでは、例えば分娩の需要がどうなのかというのは先生方も痛いほど感じていらっ
しゃると思いますが、こちらも2015年を100とした推計になります。新潟医療圏という
のは、新潟市という政令市を擁する人口80万超えの医療圏になりますが、今後20年で分
娩需要の4分の1以上が消失します。これは他の臓器とは大きく方向性が異なっておりま
す。さらに安全や質への需要が高まってきますので、これも今後の大きな集約化の圧力と
なっていくと考えております。

＜スライド⑨＞
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　本日、他の先生方にもご議論いただきますが、ここに医師の働き方改革、即ち医師の時
間外労働の上限規制が集約化の動きに拍車を掛けています。現在は、病院勤務医の4割が
週60時間以上の時間外労働時間となっております。これを2024年には原則として週60時
間以内に短縮していく必要がありますので、労働力の在り方を変えていく、有り体に言え
ば集約化していかなければなりません。

＜スライド⑩＞

　これは分娩を取り扱う産婦人科だけではなく夜間の対応が必要な科全般の話になります
が、やはり一つの科に最低でも4人、これは4名の医師がそれぞれB・C水準程度すなわ
ち年間1860時間程度の時間外勤務に従事しないと休日・夜間の診療体制を確保すること
ができなくなります。分娩に対応しようとすると5～ 6人以上の常勤医が必要になります。
24時間の診療対応をする場合には一定数の医師の数がいないと難しくなるということで、
3人で何とかやってきた病院の診療科については2024年以降は休日・夜間の対応はできな
くなり、これは非常に大きな影響があると考えております。

もう一度要約しますと、スライド②で述べましたように、これからの人口構造の変化に伴
い、分娩の需要も25％以上消失しますし、他の臓器も高度医療のニーズは減少傾向にあ
りますし、高度化と相まって集約化圧力は非常に強くなる、そこに医師の働き方改革への
対応が重なってくる中で、後期高齢者以外の医療ニーズは今後大幅に減少していくという
ことと、医療技術の高度化と相まって集約化が必要になる。すると、総合周産期母子医療
センターや地域周産期母子医療センターというのはだいたい高度急性期病院とイコールで
あるパターンというのも多いと思うのですが、そこに集約化の動きが混じってくると、周
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辺の急性期病院も戦略変更を余儀なくされていくということになります。例えば今、中規
模の病院で首都圏もしくは近畿だと、総合入院体制加算などを取っているときに分娩100
件という要件がありますので、そこで一定程度の分娩をやっているような公立病院がある
と思うのですが、今後そう言った病院の役割も大きく変わっていく可能性があるわけです。

＜スライド⑪＞

　国としては、2040年の医療提供体制を見据えて、医療施設の配置・連携をどういうふ
うにしていくかという「地域医療構想」という動きと、この「医師の働き方改革」の動き、
そして「医師偏在是正」という大きな方向性が三つあります。シーリング制度が導入され
ている科もありますけれども、少ない人的資源でより効率的に医師偏在を是正し、全国民
に効率的に質の高いケアを提供していくことが今のチャレンジになります。
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＜スライド⑫＞

　これは新潟県の地図ですけれども、今まで地域医療構想という政策がありまして、2019
年以降、各県で取り組まれている施策なのですが、2025年は団塊の世代が後期高齢者に
突入するという年で、後期高齢者が非常に急速に増えていきます。先生方も高齢化してい
く婦人科腫瘍の患者さんで手術可能な方だけでなく、PSが悪くて手術ができず、さまざ
まなケアが必要になる患者さんもたくさん診ていらっしゃると思うのですが、それに対応
する医療体制を医療圏ごとに構築していくという医療構想区域があります。
　以前は構想区域ごとに必要な病床数が示されて、「区域内で病床数をどう配分するかを
話し合ってください」ということをやっていたのですが、地域医療構想の議論をもっと加
速しよう、具体化しようとしています。例えば新潟県では病院ごとに機能や将来の役割を
議論し始めています。ちょうど今は年度の変わり目ですので、県全体の大きな方針を取り
まとめようとしていまして、今年度2021年度というのはさらに地域ごとの議論も詳細に
始めていこうというフェーズにおります。
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＜スライド⑬＞

　この新潟県で議論されているのは、医療圏一つが大体人口20万人ぐらいで、新潟県は
医療圏の再編できておりますので、そうなると高度急性期的な医療、急性期の中でもイン
テンシブなものは大体20万人に一つぐらいの病院に集約されていくことになりますので、
2番手のB病院はかなり役割を変えていく必要があるのではないか。あと、3～ 5番手ぐ
らいの病院についても役割の見直しというのをかなりやっていく、回復期寄りに病院を役
割を作り変えていくという議論を始めているところです。

　先ほど申し上げたように、分娩に関してはかなり減少しています。公的病院に300 ～
400件行かないような分娩件数を抱えている公立・公的病院が新潟県内にもありまして、
今後のトレンドを見たときに、医師の働き方改革を踏まえれば集約化せざるを得ないとい
う議論を始めている状況になります。
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＜スライド⑭＞

　先ほど申し上げた集約化の流れの中で、病院における分娩の集約も恐らく不可避になっ
ているというのは新潟県だけではなくて、これは全国的なものです。では、診療所はどう
なるか。まず病院での議論のところがほとんどだと思いますが、おそらく働き方改革もあ
りますし、質・安全の議論がされてくると診療所について、検討が必要になるタイミング
もそう遠くないのかなという印象を個人的には持っています。

＜スライド⑮＞

 



－20－

　新潟の事例としましては、先ほど述べたように、一つの地域の中で中核的な病院にさま
ざまな集学的な、高度急性期的なケアを集約する一方、それ以外の病院の中には地域包括
ケアを支えるような病院にするという議論になります。集学的な高度医療が必要な周産期
医療を中核的な病院以外に持たせることは可能かという議論ですけれども、周産期医療は
今後総合周産期母子センター、地域周産期母子センターのような機能を持つ病院に集約し
ていく流れができるということであります。診療所の分娩についてはもちろん別途の話に
はなるのですけれども、まずは安全な地域の砦的な病院をどういうふうに作っていくかと
いう議論を始めているところでございます。

　この議論を始めていく上でやはりボトルネック、障壁がたくさんあります。言うは易し
で、病院を再編していくというのは、本当に先生方もお感じだと思いますが生易しいこと
ではない。一つの病院の一つの診療科を多少再編するだけでものすごいリソースを食われ
てご苦労されている先生方も非常に多いのではないかと考えます。

＜スライド⑯＞

　国および新潟県の医療再編に向けてのボトルネックがいくつかありますが、それを幾つ
か例示しております。まず1点目は緑に示す「小規模公立病院の立場」についてですが、
小規模公立病院で年間100 ～ 200件ぐらいの分娩を扱っている施設はかなりありまして、
実は近隣の他の公立・公的病院も、また100 ～ 200件ぐらいの分娩を持っているという地
域は日本に60 ～ 70地域ほどあります。
　私が厚生労働省に勤務している時に調べていたのですが、小規模公立病院の立場からす
れば、まず、少ない医療需要でも経営が可能な交付金や繰入がある状況なので、存続とい
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うレベルでは経営にそこまで困っていない状況があります。市民の税金がかなり多額につ
ぎ込まれていることが多いのですが、これがまだあまり変化していない。
　2番目に、分娩ができる市町村であることを売りにしている首長さんがたくさんいらっ
しゃって、地域で安全に分娩ができる、もしくはきちんとした産婦人科医がいてお産がで
きるということを政治的にも住民からも評価されているという良い面ももちろんあると思
うのですが、小さな市町村に一つ以上分娩施設があるというのはやはりオーバースペック
になる可能性がある。人口や地域の状況から見ると、分娩施設を維持していくのは医師の
働き方改革や医療再編とも合致しないということもありますので、ここが対立軸の一つに
なってしまうということであります。
　3番目は「職員の継続雇用」と書いてありますが、例えば公立病院などでは雇用継続へ
の圧力が非常に強いですので、「職員の継続雇用」の問題と医療再編とはバッティングし
ていくこともあるといわれています。これもかなり大きい課題になりまして、これを乗り
越えていくにはかなり粘り強い折衝が必要です。これを乗り越えて医療再編を行った事例
というのが全国的にはありまして、実現には院長先生などかなり上の方の強いリーダー
シップが粘り強く必要になってきます。
　青で示す2点目は、「施設・団体を超えたリーダーシップが必要」という点です。医療
再編を進めるためには、多くのステークホルダーと話をまとめていく必要があります。新
潟県は1県1医大なのですが、大学医学部と県庁、県医師会、郡市医師会がかなり密な関
係で、新潟大の卒業生がたくさんいらっしゃって、ある意味顔が見える関係が非常に強固
にある中でも、話し合うのはやはり大変だということになります。
　さらに、個々の病院や地方自治体がある中での議論になりますのでこれがまた大変です
し、さらに病院設置母体が異なる病院、例えば県立病院と厚生連や済生会などの間での再
編の議論をする必要があり、医療系の先生方が臨床をしながら再編の議論をするには実際
にはなかなか困難であるので、ここはまた違う担当者を巻き込む必要もあるかなと考えて
います。
　さらにオレンジに示す3点目「さらなる危機感共有の必要性」なのですが、医療の将来
についての危機感の共有がまだ十分にできていないと思います。働き方改革ももちろんな
のですが、地方で医療に携わっていますと、人口減少が思った以上に速いということ、地
方経済も今はコロナで状況は激変していますけれども、コロナが落ち着いた後のアフター
コロナに関してはさらに悲観的な見方をする方もたくさんいらっしゃいます。今でも直面
していますが、過小評価されている問題として、メディカルスタッフの確保は今すでに難
渋していますが、事務や清掃などの一般職の確保が逼迫してくると、病院の運営は非常に
困難を極めますので、病院の再編圧力というのはさらに増加する可能性があると考えられ
ています。
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＜スライド⑰＞

　これらを乗り越えて医療再編を意識したときに先生方はどういうアクションが必要かと
いうことを例示させていただきました。

　まずは、これは完全に私見なのですけれども、3段階あると考えています。まずは緑で
示す「意思決定機関を探す」ことです。各県の「医療審議会」という組織を聞いたことが
おありだと思いますし、恐らく医療審議会に関わられている先生もたくさんいらっしゃる
と思います。医療審議会はある意味意思決定機関なのですが、この会には医師会の長とか、
歯科医師会の長とか、偉い先生がたくさんいらっしゃいます。この下部組織にあたる「周
産期医療協議会」に参画されている先生方が今日はたくさん参加されていると思いますけ
れども、産婦人科の医師確保計画が一昨年できたときに、この周産期医療協議会に参画し
ていただきたいということで国からも呼び掛けをしています。参加されている教室、そう
でもない教室がいらっしゃるかもしれませんが、この「周産期医療協議会」あたりが一つ
重要な意思決定機関になります。これだけではなくて地域医療構想調整会議が県単位であ
る場合もございます。新潟県にはありますが、こういうところが重要な議論をやっていた
りします。大学病院の中にワーキンググループがあり、これは周産期のワーキンググルー
プだけではなくて地域医療全体、医療再編、地域医療構想ワーキンググループが実は新潟
大学はあるのですが、また県医師会の中にワーキンググループがある県もありまして、こ
ういったワーキングループで医療再編の議論を行っている場合があります。したがって各
県のどこでアクティブな議論が行われているのかということをまず押さえる必要がありま
す。
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　次に、青で示す「キーパーソンを探していただく」ということで、大学や医師会等の中
にこういう政策を動かしているキーパーソン、県庁の中にもいたりしますけれども、こう
いう意思決定者ですね、県庁、大学、主要な公立・公的病院の院長先生や部長先生の場合
もありますし、地域医療構想アドバイザーや、会議の構成員、県の医療職とか、厚労省か
らの出向している部長がいる県もたくさんありますので、誰がキーパーソンとなって動か
しているかというのを見極めていただいて、そのキーパーソンに産婦人科の働き方が非常
に問題であるという情報をいれていただくことが重要と思います。キーパーソンの先生は
大体医療再編の必要性があるだろうということをよくご存じですので、あと一歩情報提供
するとなると、産婦人科医の実際の勤務状況、各病院の医師数と分娩の実態について、実
際に現状はこうなっていますよということをデータを持って行ってぶつけていただくしか
ないというふうに思います。
　こういうキーパーソンにルートがある産婦人科の先生方というのは必ず県に数人いらっ
しゃると思いますので、そういう方にご相談していただくと、キーパーソンがここにいる
から話をしに行こうというふうに具体的になっていくと思います。グループで相談に行く
とより効果的ということで、教授の先生に動いていただいて医局全体でまとまって相談す
るとか、病院と地域医師会とか、関連病院全体で交渉することが重要かと思います。2019
年9月26日の地域医療構想ワーキングの資料に、全国の医療機関の分娩件数、公立・公
的に限れば月20件以上に限りますが、ちょっと古いデータですが全て載っていますので、
やはり公立病院で年間100 ～ 200件ぐらいの分娩を取り扱っている施設がどういうところ
にあるかという分布なども分かりますので、こういった資料をご覧になってぜひ議論を進
めていただきたいと考えております。

＜スライド⑱＞
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　こうした抱える課題を解決していくためにはさまざまなスキルが要ります。医療再編し
ていく上では仕組みづくりや公衆衛生的なスキル、Master of Public Health（MPH）といわ
れる学位があるのですけれども、こういうMPH的なスキルが必要になっていきます。

＜スライド⑲＞

またチームビルディングするためには、Master of Business Association (MBA)的というか、
経営管理学寄りのスキル、もしかするとご興味があって個人的にも学ばれている先生方も
たくさんいらっしゃるかと思いますが、こういうものが必要になってくるかなというふう
に思います。以上で私のご説明を終わらせていただきます。ご清聴、誠にありがとうござ
いました。
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第73回日本産科婦人科学会学術講演会
サステイナブル産婦人科医療体制確立委員会企画（指導医講習会）

産婦人科における働き方改革

産婦人科医の働き方は本当に変わるのか
～制度設計と私たちの現状～

鈴木　幸雄
横浜市立大学医学部　産婦人科



－26－



－27－



－28－



－29－



－30－



－31－



－32－



－33－



－34－



－35－



－36－



－37－



－38－



－39－

第73回日本産科婦人科学会学術講演会
サステイナブル産婦人科医療体制確立委員会企画（指導医講習会）

産婦人科における働き方改革

タイムスタディから浮き上がる医師の働き方２０２４年問題

中川　慧
大阪大学

第７３回日本産科婦人科学会学術講演会に於いてサステイナブル産婦人科医療体制確立委
員会企画として「タイムスタディから浮き上がる医師の働き方２０２４年問題」について
問題提起を行った（スライド①）。

１．医師の働き方改革の概要
医師の働き方は前提として、一般労働者と同等であるべきで、労働基準法第３６条４項の
限度時間と同じ時間数(月45時間・年360時間)であるとの原則のもとで議論が進められ
た。しかし、医師はその公益性などから、直ちに同水準までの規制は困難との判断で、ま
ず2024年度に臨時的な必要がある場合としてのA水準：年間960時間を上限とし、月の時
間外労働の上限が100時間となるような基準、B水準：年間1860時間を上限とする地域医
療確保暫定特例水準として、５疾病・５事業に関する医療体制を確保するための特例の水
準。2035年度末を終了年限とする、C水準：年間1860時間を上限とし、初期研修医、後
期研修医等の研修に必要不可欠である場合や、高度特定技能の育成に関連する診療業務を
行う場合等、の３つの水準が設けられた（スライド②）。
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つまり、2024年度4月からが原則的に年間960時間を超える時間外労働は禁止となり、特
例水準においても1860時間を超えての時間外労働は禁止となる（スライド③）。これを受
けて、日本産科婦人科学会では、次のような調査を行った。
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２. １０大学における働き方タイムスタディの結果
方法：一般的な任意の１週間の勤務状況について、実際に働いた時間内、時間外の院内
の労働、院外の労働、自己研鑽、教育、研究等に分けて、それぞれについて上司等の指
示「あり」、「なし」に分けてエクセルシートに記入してもらい、これを分析して年間換算
した。
協力施設：北海道大学、新潟大学、横浜市立大学、滋賀医科大学、大阪大学、三重大学、
鳥取大学、広島大学、長崎大学、宮崎大学（スライド④）

結果（A-Jと前述の大学の順番は不同：スライド⑤、⑥）
回答総数は211名で、回答者の平均年齢は36.9歳であった。勤務属性は下図の通りで、常
勤が約2/3、専攻医が1/4で非常勤が約１割であった。
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１０大学における時間外労働はオンコール、宅直を含むと最大値5527時間、含まない場
合でも最大値4745時間であり、中央値は1303時間であった。オンコール、宅直を全て労
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働時間に含むと考えた場合、B、C水準に当たる時間外労働1860時間を超える医師の割合
は45％にも上り、オンコール、宅直を労働時間に含めない場合でも全体の30％の医師が
1860時間以上の時間外労働を行っている実態が明らかになった。少ない施設でも15％、
多い施設においては60％が1860時間を超えており、これは、これまで行政における検討
会で考えられていた数値よりもかなり高い水準であった（スライド⑦）。

どのような業務で時間外労働が発生しているのかを示したのがスライド⑧になる。産婦人
科の業務の特性上、宿直、日直が大きな割合を閉めるのは全ての施設において共通してい
るが、その程度については施設によって大きく異なることが明らかになった。また、それ
以外の診療業務や診療ではない業務、宅直・オンコールについては施設毎にその割合が大
きく異なり、一例として、E大学では日直・宿直の占める割合が非常に高く、これだけで
平均1860時間/年を超えているが、J大学においては、診療業務の割合が宿直・日直に近
い636時間発生している。このように、施設や地域によって同じ時間外労働といっても性
格が異なるため、一律の対応は難しいことが予想され、それぞれの施設、地域に応じた対
策が必要になる。
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スライド⑨においては平均の総労働時間と時間外労働の内訳を示した。

全員の時間外労働を平均した場合には見かけ上1人あたり1774時間となり、1860時間以
内に収まるように見える。一見、2024年度までに労働を平均化することで対応すること
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が可能なようにも見えるが、この中には家庭の都合や子育てなどで、元々時間外労働がゼ
ロの医師も含まれている。また、スライド⑩に示すように大学病院の業務として地域医療
に対するマンパワーの派遣、応援、いわゆる外勤も含まれており、大学内以外の場所で発
生している時間外労働が1人当たり600時間程度発生していることから、実際のところ一
律に分担するのは非現実的と考えられる。

またスライド⑨において、診療外の指示ありの業務が年間450時間程度発生しているが、
この内訳をスライド⑪に示した。この中には研究や教育など、大学病院特有とも言える業
務が含まれていることがわかる。また、診療外業務においては、「指示なし」の研究や研
鑽など、つまり労働時間には含まれないものの、時間的拘束を伴う状態が年間350時間程
度生じていることも明らかになった。
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また、今回の報告では詳細なデータは公開していないが、スライド⑫にまとめたように、
本来研究に時間を費やすべき大学院生が診療業務に多くの時間を費やさなければならない
実態も明らかになった。
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これらの結果を受けて、こうした問題は大学病院に限られたものなのかどうかを検討する
ために、新潟大学とその関連病院の協力を得て、市中病院のタイムスタディを行った。

３. 新潟県における市中病院のタイムスタディの結果
方法：一般的な任意の１週間の勤務について実際に働いた時間内、時間外の院内の労働、
院外の労働、自己研鑽、教育、研究等に分けて、それぞれについて上司等の指示「あり」、
「なし」に分けてエクセルシートに記入してもらい、これを分析して年間換算した。
協力施設：新潟大学（基幹施設）
新潟南病院、三条総合病院、上越総合病院、佐渡総合病院、小千谷総合病院、
新潟医療センター、新潟市民病院、新潟白根総合病院、新潟県立中央病院
木戸病院、村上総合病院、柏崎総合医療センター、済生会三条病院、済生会新潟第二病院
県立がんセンター新潟病院、県立新発田病院、立川総合病院、長岡中央総合病院
長岡赤十字病院、魚沼基幹病院(スライド⑬、⑭)
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結果：新潟大学所属の医師27名(81.8%)、関連病院所属の医師55名（76.4%）から回答を得
た。A水準である年間960時間以上、B水準である1860時間以上の時間外労働を行ってい
る医師はそれぞれ新潟大学で20人 (74%)、13人 (48%)であり、関連病院で27人 (49%)、
16人（29%)であった（スライド⑮）。
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大学勤務医師の方が、時間外労働が多い傾向が伺われた。
大学病院、市中病院それぞれの時間外の内訳については、大学勤務の医師がおおよそ院内
と院外で半分ずつなのに対して、市中病院ではほぼ全ての時間外労働が勤務する院内で発
生しており、その性格が大きく違っていることが明らかになった。これは、大学病院の医
師派遣により地域医療が支えられているという側面と共に、一般に言われている大学で働
く医師が院外である程度働かないと収入面で市中病院と格差が生じるという背景があるこ
とが考えられる。（スライド⑯）

分娩施設労働時間試算（2019年）
2019年の拡大サステイナブル医療体制確立委員会で報告した、分娩施設側から見た、時
間外労働を埋めるために１施設あたり何人の医師が必要かを試算した報告（スライド⑰-
⑲）では、１施設あたり6600時間の日当直の時間＝誰かが埋めなければならない時間外
労働が発生している事になる。当時はタイムスタディがなく、実際の医師の労働時間に基
づかない仮定での試算であったが、新潟大学の応援を考慮した場合、A水準では９施設、
全例B水準の施設の認定を受けたとしても、１６施設しか維持できないことになり、現在
１９施設ある分娩取扱施設を、2024年度には１６施設に、2035年までには９施設に減ら
さなければいけないという試算となった。今回、タイムスタディを実際に行ったことで、
より実情に近い、試算が可能になったため、再度試算を行った。
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タイムスタディに基づく分娩施設労働時間試算
タイムスタディに基づくと、現在B水準を超えている医師の、1860時間を超えている部
分ののべ時間は、大学勤務医師で10417時間、市中病院の医師で11146時間となった。こ
れを回答人数で割り戻すと、新潟大学で発生している時間外労働は10417時間×(33/27)
でのべ12732時間、市中病院で発生している時間外労働は11146×（84/55）でのべ17023
時間となる。働き方改革の目的に照らして、現在B水準を超えていない医師は現在以上に
は働かない
と仮定すると、この新潟大学と市中病院で発生している時間外労働のべ29755時間を市中
病院で吸収する必要があるため、(スライド⑳、㉑)
医師の増員で対応しようとした場合には、フルで時間外労働が可能なA水準の施設の医師
11人、もしくはB水準の施設の医師8名を直ちに増やす必要がある事になる。つまり数字
の上では10名前後の医師の純増が必要になる。しかし実際は、各施設で均等に時間外労
働が発生している訳ではなく、日によっても大きく状況は異なるため、その倍の20名程
度は必要になるのではないかと予想される。20名の医師を追加で雇用するための費用も
莫大なものとなることが想像され、医師の増員のみで対応することは不可能に近い。一方、
スライド⑰の試算のように１施設あたり時間外労働が6600時間生じていると考えるとの
べ29755時間/6600となり、４－５施設を削減する必要が生じる。いずれにしても地域の
医療体制や妊産婦、患者の生活に与える影響が大変大きいことが予測される。
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まとめと今後の課題（スライド㉒、㉓）
医師の働き方改革の本格的な運用が2024年度から始まる。医師はその公益性から働き方
改革によって患者、地域医療体制に与える影響が大きいと考えられ、特に産婦人科、周
産期医療については行政の問題とも直結する。一方で、医師の働き方改革は医療安全
=patient safetyの問題でもあり、患者により安全な医療を提供するためにも進めていかな
ければならないと考えられる。これは、医師や一診療科などの小さなユニットだけで解決
できるような問題ではなく、個人レベル、診療科レベル、病院レベル、自治体レベル、国
レベルでのそれぞれの対応が必要になる。個人や診療科単位では、２年後に向けた業務の
見直し、主治医制の撤廃など業務の効率化や交代制勤務のしやすい環境づくりが必要にな
る。病院レベルでは、タスクシフトや、事務補佐の導入、時間休やフレックスタイムなど
の働きやすい、休みやすい労働環境の設定などが課題として考えられる。自治体、国単位
では施設集約化の議論や国民への意識啓発が重要であると考えられる。「家の近くでお産
ができること＝安全」ではないということをいかに国民に理解してもらえるかは大きな課
題であろう。働き方改革において、宿日直許可をとれば宿直が時間外労働にカウントされ
ないため、見かけ上の労働時間を減らすことは可能になるかもしれない。2024年度に事
前の準備が不十分であった施設において緊急避難的にそういった対応が必要になることは
十分予測できる。しかし、産婦人科全体として、見かけ上の労働時間を減らすだけで、今
後新たに医師、産婦人科を志す若い先生方に胸を張って働き方改革を推進していると言え
るだろうか。見かけ上の労働時間を減らすだけでは、若い次世代の医師に魅力的に映らず、
結果として進路選択の際に選択する人が減り、余計に産婦人科の環境を悪くするのではな
いだろうか。この問題には勤務医師の収入や、地域医療体制の維持の問題など大変多くの
要素が絡む事になり、複雑な問題である。しかし、見かけの労働時間を減らす姑息的な方
法に終わることなく、産婦人科版S D Gs(Sustainable development goals)を達成するために
個人、施設、国レベルで引き続き議論を続けていくことが重要と考える。
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おわりに

本発表を行うにあたりまして調査にご協力いただきました
１０大学および新潟県の病院で勤務される産婦人科の先生方に御礼申し上げます。
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第73回日本産科婦人科学会学術講演会
サステイナブル産婦人科医療体制確立委員会企画（指導医講習会）

産婦人科における働き方改革

座長まとめ

加藤　育民
旭川医科大学　産婦人科学講座　

　今回の働き方改革関連法案における医師の働き方に関して、頻繁に意見交換をしている
ような方々を除き、多くの医療機関で働いている方々においては、「何をすればよいのか」、
「なぜ変えなくてはならないのか」といったような理解できていない方も多いのではない
でしょうか。働き方改革関連法案は、2016年から検討が始まりました。（表１）

表１. 医師の働き方改革に関する経過

　医師の働き方に関しては、医師の健康や医師の生活の安寧を通して、患者の安全の向上
と地域医療を守るために、現体制を見直すことが必要になっています。（スライド１）
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スライド１．働き方改革関連法案順守に向けて

　日本産科婦人科学会ならびに日本産婦人科医会では、過去に様々な声明、宣言、提言、
要望などを発出してきました。（スライド２）そして遂に、2024年の働き方関連法案を順
守するための時間が、3年を切ってしまいました。本当に、全国の産婦人科の先生一人一
人が、自分事として考えていただかなければならない状況になってしまいました。

スライド２．日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会の活動
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　これらを踏まえ、第73回日本産科婦人科学会学術集会（新潟）において、サステイナ
ブル産婦人科医療体制確立委員会企画・指導医講習会を開催し、演者の先生方のご講演、
そして、多くの先生方のご参加により「新潟宣言」を発出することができました。
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　「新潟宣言」は確実に実行しなければなりません。委員会では、その方策として「対応
例」を提示しました。（スライド３）　国民の理解を得ながら出来るだけ早期に、地域、施
設、医師毎のロードマップを作成していかなければならないと考えます。
　

スライド３．新潟宣言を実行に移すための「対策例」
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　私は、今回の働き方改革への対応を、「ロードマップ」との言葉から、道路交通法を想
像しました。60ｋｍ/h以下の法定速度のもと、医師は現行では規制外(別の規制有)です
が、2024年以降は80ｋｍ/ｈ以下、そして、2036年以降は60ｋｍ/ｈ以下で運転しなけ
ればなりません。今回の先生方のご講演を伺い、現状において、約三割前後の産婦人科医
師が80Ｋｍ/ｈ以上で運転していることが判明しました。100ｋｍ/ｈ以上（中には、スポー
ツカー）で運転している方もいるようです。2024年4月からは、全ての医師が、80ｋｍ/
ｈ以下（60ｋｍ/ｈ以下が望まれる）運転を行い、歩行者（患者）の安全と運転手（医師）
の安全を担保しなければならないのです。そのためにも、運転手が自身のアクセルコント
ロール（意識改革）を見直すだけでなく、歩行者の意識、車、道、標識、雪道や坂道など
道路状況、地域性などを総合して見直し、積極的に対策を打たなければ法律を遵守できな
い状況と思うのですが如何でしょうか。
　今までは、「どうなるのか」を主体に議論してきたように思われます。今後は、「どうす
るべきか」です。立場、世代、性別、職種によっても、働き方の意見は違うかもしれませ
んが、知恵を出しあい、これまで常識と思っていた状況を別の角度から眺めてみるのも必
要と考えます。そして、提示した「対応例」の中より一つずつ実行に移していただくこと
を希望します。
　働き方に関しては、今後も継続して学会・医会と共に検討して参ります。本委員会では、
随時、働き方に関する共有活動を募集しております。是非とも、情報提供をいただけまし
たら幸いです。



－60－

あとがき

新潟大学医歯学総合病院 総合周産期母子医療センター

西島　浩二

　本報告書は2021年4月25日に開催された第73回日本産科婦人科学会総会学
術講演会のサステイナブル産婦人科医療体制確立委員会企画（指導医講習会）
の講演をまとめたものです。2019年6月に発足したサステイナブル委員会の2
年間の活動内容を盛り込みながら、間近に迫った「医師の働き方改革」への各
地域の対応を促すものとなっています。働き方改革は、私たちの目の前に現れ
た黒船です。コロナ禍という災害級の惨事に見舞われている私たちに、なお容
赦なく改革を迫ってきます。対応を見誤れば、ギリギリの所で耐えている地方
の周産期医療は大打撃を受けるでしょう。とは言え、中途半端な改革は、未来
に禍根を残すに違いありません。
　私たちが守るべきは、未来の周産期医療です。そのために持続可能な産婦人
科医療体制、周産期医療体制の確立が求められています。「医師の働き方改革」
が「医師のための改革」であることは当然ですが、この改革により医療の安全
性を向上させ、医療を受ける患者側にも還元するという基本理念を今一度確認
したいと思います。矢面に立っている責任者たちは、様々な所で生み出された
対立構造に頭を悩ませていることと思います。全てを乗り越え、2024年4月を
迎えるための解決策は地域によって異なります。現在の周産期医療を守らずし
て未来はないのです。本書の刊行が、各地域での準備を推し進める契機になる
ことを願ってやみません。
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